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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 第 １ の 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク （ Ｎ １ ） に 装 置 （ Ｍ Ｔ ５ ） を 関 連 付 け 、 上 記
第 １ の 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 内 の 通 信 は 第 １ の チ ャ ネ ル で 行 わ れ る 方 法 で あ っ て 、
　 上 記 装 置 に よ っ て 上 記 第 １ の 伝 送 チ ャ ネ ル を 検 出 す る 段 階 と 、
　 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 第 ２ の ネ ッ ト ワ ー ク （ Ｎ ２ ） か ら の 信 号 間 の 上 記 チ ャ ネ ル
上 で の 衝 突 を 判 定 す る 段 階 と 、
　 衝 突 が あ る 場 合 、 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク に チ ャ ネ ル 変 更 要 求 を 送 信 す る 段 階 と を 含 む
こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 衝 突 が 検 出 さ れ な い 場 合 、 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク の 基 地 局 に 上 記 装
置 を 関 連 付 け る 段 階 を 更 に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク が 、 衝 突 が 検 出 さ れ な い チ ャ ネ ル を 自 動 追 尾
す る ま で 請 求 項 １ 記 載 の 段 階 を 繰 り 返 す 段 階 を 更 に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２
記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 上 記 チ ャ ネ ル 変 更 要 求 は 、 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク の 識 別 子 を 含 む こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の う ち い ず れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 上 記 チ ャ ネ ル 変 更 要 求 は 、 上 記 装 置 の 識 別 子 を 含 む こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 ４ の う ち い ず れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 上 記 要 求 は 、 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク に 対 し 提 案 さ れ る 伝 送 チ ャ ネ ル
を 示 す パ ラ メ ー タ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の う ち い ず れ か 一 項 記 載 の 方 法
。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 上 記 要 求 は 、 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク に 既 に 送 信 さ れ た 上 記 要 求 の 回
数 を 示 す パ ラ メ ー タ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ の う ち い ず れ か 一 項 記 載 の 方
法 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 上 記 装 置 は 、 関 連 付 け の 前 に 、 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク の 上 記 セ ン ト
ラ ル コ ン ト ロ ー ラ の 上 記 識 別 子 を 知 っ て お り 、
　 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク に 送 信 さ れ る 上 記 フ レ ー ム は 上 記 セ ン ト ラ ル コ ン ト ロ ー ラ を 識
別 す る フ ィ ー ル ド を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ７ の う ち い ず れ か 一 項 記 載 の 方 法
。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 上 記 衝 突 の 判 定 は 、 上 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク に 送 信 さ れ る 少 な く と も



幾 つ か の フ レ ー ム 又 は フ レ ー ム の 一 部 が 復 号 不 可 で あ る 事 実 を 検 出 す る こ と に よ っ て 行 わ
れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 方 法 。
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